
 
防火管理者及び防災に関する細則 

 
 

この細則（以下「本細則」という）は、湘南西部住宅管理規約（以下「管理規約」という）第４６条の 
第 1 項１４号及び８２条（細則の規定）に基づき、防火管理者及び防災について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 
 
（趣旨） 
第１条 本細則は管理規約第４６条（管理組合の業務）第１４号及び消防法第８条第１２項７に基づき 

湘南西部住宅管理組合の安全を確保するために防災、防火管理業務について定める。 
 
（地震時の建物の目視点検） 
第２条 大地震が発生した場合、管理組合は別紙に従って、至急目視点検を行わなければならない。 

理事だけでは対応できない場合、修繕専門委員、役員経験者にも応援頂くものとする。 
 
（防火管理者の任命） 
第３条 防火管理者の任命は、次の各号に掲げるものとする。 

1) 理事長は防火管理者の資格を有する理事を防火管理者に任命する。 
2) 理事長は毎年、理事の中から適任者に講習を受講させ、防火管理者として必要な資格を取得させる

ものとする。 
3) 理事長は理事以外の有資格者の組合員を本人の同意を得て防火管理者に任命することができる。 
4) 防火管理者の任期は１年とする。再任は妨げない。 

 
（防火管理者の業務）  
第４条 防火管理者は、理事会及び自治会と協力し次にあげる業務を行う。 

1) 居住者に対し、自治会、自主防災会と協力した防災訓練の実施 
2) 消防計画の作成及び届出 
3) 居住者への災害予防対策及び災害、火災発生時に行うべき行動の呼びかけ 
4) 共用部分における消防用設備等の点検及び維持管理 
5) 共用部分の専用使用部分であるベランダでの避難経路確保のための監督 
6) 消防署から配布される広報誌等の回覧及び管理 
7) その他、防火、防災管理に関し必要な事項 

 
（防災訓練の実施） 
第５条 防火管理者は、理事会及び自治会、自主防災会と協力し防災訓練を行う。 

1) 防災訓練は、毎年１回以上実施する 
2) 居住者に対して、防災訓練に積極的に参加するよう呼びかけを行う 

 
 
（細則の改廃） 
第６条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。但し、この細則の変更が規約の

変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ変更することができない。 
 
（附則） 
 
この細則は、令和４年５月２９日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 



 
（別紙 1） 

 
災害発生時の管理組合の行動指針 

 
１ 防災行動フロー 

1) 大地震発生直後から組合役員の行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害拠点本部（湘南大庭市民センター）設置・指定避難所（大庭小学校） 

の開設  

（震度５弱の地震が発生し、避難勧告・指示が 出た場合に開設される） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

緊急地震速報（市防災無線、テレビ、携帯電話など） を聞いたら、直ちに

身構えて避難する。市防災無線は（震度５弱以上）が発生する恐れの場合に

放送される 

屋外に出て、隣近所の様子はどうか(火災が発生している家屋がないか、倒

壊した家屋があれば取り残された人がいないかなど) をまず確認する。次

に、健在な人は相互に近隣各戸に大声をかけ、ひとり一人の安否を確認する。 

・理事会役員は、周辺の様子を把握しながらふぐ公園 (以下 一時避

難所と云う) に集合する。 

 

・組合事務所の被害状況を確認し、安全が確認されたら臨時の理事会

を開催する。 

①理事会役員は、２人一組で、各担当棟及び付近の敷地の被害状況

を調査する。（表―１．簡易診断法による） 

②西部団地の被災は殆ど無く、組織的な活動は不要と判断した場合。

その後の公共情報を収集し余震に備える。 

 

火災発生や家屋倒壊など被害があり、災害対策本部が設置された場

合。 
・理事会役員は、２人一組で、各担当棟の被害状況を調査する。 

（表―２．被災後の緊急建物点検表による） 
・ライフラインの復旧情報を収集する 
（電気・ガス・水道が地震直後から停止し、通信網は、固定電話・

携帯電話などが使用不能で、携帯ラジオからの情報のみ受信可能を

想定する） 

大地震発生 

⑦災害対策本部 

震度５弱以上の場合 
一時避難所に集合する 



 
（別紙 2） 

 
 

震災被害を受けた住宅の緊急時簡易診断 
 

 

点 検 者                     

実 施 日                     

実施時間                     

 

質問-1 
ガスメーターは停止したか？ 

a. いいえ   b. 停止したのは 1/4 以下   c. 殆どが停止 

質問-2 
停電したか？ 

a. いいえ   b. 停止したが復旧した     c. 停止したまま 

質問-3 
建物の外観に変化はあるか？ 

a. いいえ   b. 小規模の変化あり      c. 建物の一部が破損 

質問-4 
建物は傾いていないか？ 

a. いいえ   b. わずかに傾いている感じ   c. 傾いている 

質問-5 
敷地内の地盤に変化があるか？ 

a. いいえ   b. 地面から水が出た      c. 地割れしている 

質問-6 
外壁の損傷はないか？ 

a. いいえ   b. ひびが入っている      c. 鉄筋が見えるほどのひび割れ 

質問-7 
給水管、雑排水管に異常があるか？ 

a. いいえ   b. 亀裂が見られる       c. 破損して吹き出ている 

質問-8 
床や天井の損傷はないか？ 

a. いいえ   b. ひびが入っている      c. 床が下がっている 

 

  質問-1 で「a. いいえ」以外の場合は、震度 5 弱以上の地震を受けたことを示す。 

  質問 3～7 で全て「a. いいえ」の場合は、一応安全と思われる。 

  質問 3～7 で「b」が１つでもあれば要注意です。専門家の診断を至急受けて下さい。 

  質問 3～7 で「c」が 1 つでもあれば立入は危険。専門家の診断が大至急受けて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟番号  



 

（別紙 3） 

 

 

被災直後の緊急建物点検表 
 

 

点 検 者                     

実 施 日                     

実施時間                 

 

点検箇所 点 検 結 果 

１．屋上 
〇平面部の防水状態は 

〇協調アンテナの状態は 

□亀裂等  有   無 

□破損等  有   無 

２．ベランダ 

〇ひび割れはないか 

〇損傷はないか 

〇使用可能か 

□目視 

□目視 

□損傷があれば当面使用不可 

３．階段 

〇ひび割れはないか 

〇損傷はないか 

〇使用可能か 

□目視 

□目視 

□損傷があれば当面使用不可 

４．外壁 

〇ひび割れはないか 

〇浮きはないか 

〇剥落、剥離の跡はないか 

□目視 

□目視 必要に応じて通行禁止 

□目視 

5．電気 

〇構内停電はないか（防犯灯） 

〇引き込み線などの落下はないか 

〇電気盤等の取り付けボルトの破損はないか 

□電気会社に連絡 

□目視 

□目視 

６．給排水管 
〇給水メーター部の破損はないか 

〇給排水管の破損、水漏れはないか 

□目視 

□目視 

７．ガス 
〇ガスメーター部の破損はないか 

〇ガス管の破損、ガス漏れはないか 

□目視 

□目視 ガス会社に連絡 

８．外構 
〇破損等はないか 

〇液状化や地盤沈下はないか 

□目視 

□目視 

 

棟番号  
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